
－ 87 の 1 － 

第 ８ ７ 号 議 案 （ 議 員 提 出 議 案 ）  

 

   島 本 町 議 会 会 議 規 則 の 一 部 改 正 に つ い て  

 

 島 本 町 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。 

 

  令 和  ７  年 １ ２ 月 ２ ５ 日 提 出  

 

   提 出 者  島 本 町 議 会 議 員  

 

           ナカジマ 洵  智    すえおか 友  行  

           月  足  ま さ や    河  上  り  さ  

           東  田  ま さ き    清  水  貞  治  

           福  嶋  保  雄    山  口  博  好  

           西  山  よ う こ    中  田  み ど り  

           永  山  優  子    川  嶋  玲  子  

野  口  日 利 美  

 

 

 提 案 理 由  

  表 決 に お け る 電 子 採 決 シ ス テ ム の 導 入 に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を

行 う も の 。  
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島 本 町 議 会 規 則 第   号  

 

   島 本 町 議 会 会 議 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 

島 本 町 議 会 会 議 規 則 （ 昭 和 ６ ２ 年 島 本 町 議 会 規 則 第 １ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ８ １ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ 電 子 採 決 シ ス テ ム 等 に よ る 表 決 ）  

第 ８ １ 条  議 長 は 、 表 決 を 採 ろ う と す る と き は 、 電 子 採 決 シ ス テ

ム に よ り 、 問 題 を 可 と す る 者 の 多 少 を 認 定 し て 可 否 の 結 果 を 宣

告 す る 。  

２  電 子 採 決 シ ス テ ム に よ る 表 決 を 行 う 場 合 に は 、 問 題 を 可 と す

る 者 は 賛 成 の ボ タ ン を 、 問 題 を 否 と す る 者 は 反 対 の ボ タ ン を 押

す も の と す る 。 た だ し 、 表 決 の 確 定 の 宣 告 が な さ れ た 場 合 に お

い て 、 賛 成 の ボ タ ン 又 は 反 対 の ボ タ ン の い ず れ も 押 し て い な い

者 は 、 反 対 の ボ タ ン を 押 し た も の と み な す 。  

３  第 １ 項 及 び 第 ８ ７ 条 た だ し 書 の 規 定 に か か わ ら ず 、 議 長 が 必

要 が あ る と 認 め る と き は 、 問 題 を 可 と す る 者 を 起 立 さ せ 、 又 は

挙 手 さ せ 、 起 立 者 又 は 挙 手 者 の 多 少 を 認 定 し て 可 否 の 結 果 を 宣

告 す る こ と が で き る 。  

４  前 項 の 場 合 に お い て 、 議 長 が 起 立 者 若 し く は 挙 手 者 の 多 少 を

認 定 し 難 い と き 、 又 は 議 長 の 宣 告 に 対 し て 出 席 議 員 ３ 人 以 上 か

ら 異 議 が あ る と き は 、 議 長 は 、 記 名 又 は 無 記 名 の 投 票 で 表 決 を
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採 ら な け れ ば な ら な い 。  

第 ８ ７ 条 た だ し 書 中 「 起 立 又 は 挙 手 の 」 を 「 電 子 採 決 シ ス テ ム

に よ る 」 に 改 め る 。  

附  則  

こ の 規 則 は 、 令 和 ８ 年 ２ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


